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1. JCMの手続き
1. PIN(Project Idea Note)の異議の有無の確認
2. 方法論の承認
3. プロジェクト登録
4. クレジット発行

2. JCMの手続きは政府資金支援の有無によらず同じ

3. JCMの手続きの主な追加・変更点
1. PIN手続きの追加
2. 方法論のコンセプトにパートナー国のNDCへの貢献を追加
3. プロジェクト登録時にクレジット配分書を提出
4. プロジェクト登録時にリファレンス排出量評価書を提出

※適用方法論or排出削減量のJC承認日から5年以上経過時
5. プロジェクト登録／クレジット発行時に持続可能な開発

(SD) の計画／報告が必要
6. プロジェクト登録後、プロジェクト実施報告書を毎年提出

０．クレジット化に向けたJCM手続き
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JCMにおけるクレジット発行までの手続き
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◼ JCMプロジェクトとしての予見可能性
を高めるために、PINを送付して相手
国の理解を得る。

◼ 政府資金支援を受けないプロジェクト
について事前相談が可能。

◼ 政府資金支援を受ける場合は応募書類
の一部として提出する。

◼ JC事務局が内容を確認する。
(必要に応じて日本政府各省庁に共有)

◼ 相手国の異議の有無を確認

１．PINの送付による異議の有無の確認
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政府資金支援を
受ける場合

(応募書類の一部)

プロジェクト参加者が
PINを作成

JC事務局が
内容確認

相手国の異議の有無の確認
(PIN手続きのある9か国はJC決定)



＜インドネシアの例 https://www.jcm.go.jp/jc_decisions/2355/JCM_ID_GL_PM_ver03.0_track.pdf ＞

3. Key concepts 

3.1. Reference emissions 

7.   In the JCM, emission reductions to be credited are defined as the difference between 

reference emissions and project emissions. 

8.   The reference emissions are calculated to be below business-as-usual (BaU) emissions, either 

by discounting BaU emissions or by other methods determined in the methodologies to be 

approved by the Joint Committee. 

9. The reference emissions are established in a manner that the proposed project contributes to 

the achievement of the latest nationally determined contributions of the Republic of 

Indonesia under the Paris Agreement.

◼ プロジェクト参加者または政府が、ガイドライン及び様式に沿って方法
論を作成、提出

◼ 事務局による確認後、JCMウェブサイトで公開され、パブリックイン
プットを実施

◼ 合同委員会が方法論を承認
◼ 6条ルール対応国では、方法論開発のコンセプトに「パリ協定に基づく
パートナー国の最新の国別目標(NDC)の達成への貢献」が追加。

２.方法論の提出・承認
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https://www.jcm.go.jp/jc_decisions/2355/JCM_ID_GL_PM_ver03.0_track.pdf


指摘

ﾘﾌｧﾚﾝｽ排出量ｱｾｽﾒﾝﾄ※1
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プロジェクト参加者 第三者機関(TPE) 合同委員会 政府

◼妥当性確認の実施
（現地審査含む）

◼妥当性確認報告書
の作成

PDD及びMPS、MoC、SD-Pを提出し、

妥当性確認及びパブリック・インプットを要請

PDDの作成

妥当性確認

(バリデーション)

◼ ﾘﾌｧﾚﾝｽ排出量ｱｾｽﾒ
ﾝﾄの作成※1

◼ SD-Pの作成
◼ LSCの実施
◼連絡方法宣誓書

(MoC)用紙の作成

妥当性確認報告書、SD-P 

登録

登録申請用紙を含む関連資料※2を提出
◼登録申請書作成

◼完全性確認
(事務局)

◼ 登録の審査

◼ クレジット配分割合の決定

◼ 登録

◼パブリック・インプット
(事務局)

◼ SD-Pの評価
(事務局)

◼現地審査の対応
◼指摘への対応

◼指摘への対応 指摘

回答

回答

※2 関連資料

• 登録申請用紙

• 妥当性確認済みPDD

• MPS、MoC

• SD-P 

• 妥当性確認報告書

• Credit Allocation Form

◼完全性確認
(事務局)

※1 適用方法論或いは
排出削減量のJC承認日
から5年以上経つ場合

３．プロジェクト登録

結果の通知



プロジェクト登録申請前の実施事項(Pre-registration activities)

◼ リファレンス排出量の妥当性を評価
◼ 適用方法論或いは排出削減量のJC承認日から5年以上経つ場合はリファレン

ス排出量の妥当性を評価し、妥当な場合はリファレンス排出量アセスメント
を提出、妥当でない場合は改定方法論を提出

◼ PDD、MPS、MoC、持続可能な開発の計画(SD-P)をJC事務局及びTPE
に提出
◼ JC事務局によるパブリックインプットの実施
◼ TPEによるバリデーションの実施

◼ SD-PについてJC事務局からポジティブな評価を得る
※SD-P: Sustainable Development Implementation Plan

プロジェクト登録申請時の提出書類
◼ プロジェクト登録申請書
◼ 妥当性確認済みPDD、MPS、MoC
◼ 妥当性確認報告書
◼ 持続可能な開発の計画(SD-P)
◼ クレジット配分書(Credit Allocation Form)

３．プロジェクト登録
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モニタリングプランシートの項目

１）モニタリングプラン

想定される活動量、排出係数

等のパラメーターを入力

２）モニタリング実施体制

プロジェクト参加者はPDD、モニタリングプランシート(MPS)、MoCを作成

PDD作成にあたって、LSC(Local Stakeholder Consultation)が必要

PDDの項目

１）プロジェクト及び技術概要

２）プロジェクト住所

３）プロジェクト開始日及び期間

４）クレジット期間及び開始日

５）日本からの貢献

６）排出削減量

７）モニタリング図・体制

８）LSCの結果

９）環境影響評価（EIA）の有無等

３．プロジェクト登録
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MoCの項目

プロジェクト参加者（日本及びパートナー国）の

氏名、役職、所属を記入しサイン



プロジェクト参加者より提出されたPDDに記載されたプロジェクトについ
て、JCMガイドライン及び適用する承認済方法論をもとに、JCMプロジェ
クトとして妥当かどうかをTPE（第三者機関）が確認する。

デスクレビューの実施 現地審査、インタビューの実施
バリデーション
レポートの完成

３．プロジェクト登録

◇主な確認ポイント：

・承認済方法論の適格性要件に合致しているか。

・導入設備とPDDの記載が一致しているか。

・排出削減量（予測値）の算定に承認済方法論が使われているか。

・承認済方法論のモニタリング計画に沿っているか。

・当該国のEIA制度に準拠したEIAが実施されているか。

・LSCが適切に実施されているか（コメントへの対応を含む）。
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指摘

回答

◼モニタリングの実施

◼モニタリング報告書
の作成

◼ SD-Rの作成

◼排出削減量の検証
（現地検査含む）

◼検証報告書の作成

検証報告書の提出

モニタリング

検証

(ベリフィケーション)

発行

◼ クレジットの発行

◼ JCM登録簿の口座
開設手続き

◼ クレジット発行申請
用紙の作成

発行申請用紙を含む関連資料※を提出

◼完全性確認
(事務局)

発行するクレジット量の通知
◼発行するクレジット
量の通知に関する
決定

プロジェクト参加者 第三者機関(TPE) 合同委員会 政府
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◼現地審査の対応
◼指摘への対応

◼ SD-Rの完全性確認
(事務局)

◼ SD-Rの評価
（現地検査含む）

(事務局)

※関連資料

• 発行申請用紙

• 検証済みMP

• 検証報告書

• SD-R

４．クレジット発行

※SD-R:持続可能な開発(SD)の実施状況の報告



クレジット発行申請前の実施事項 (Pre-issuance activities)

◼ プロジェクト実施報告書の提出（毎年）
◼ モニタリングの実施
※プロジェクト登録時のモニタリングプランと実施体制に沿って実施

◼ モニタリングレポートの作成
◼ TPEによるベリフィケーションの実施
◼ SD-RについてJC事務局からポジティブな評価を得る。
※SD-R: Sustainable Development Implementation Report
※プロジェクト登録時の持続可能な開発の計画(SD-P)の実施状況を報告

４．クレジット発行
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プロジェクト実施報告書



プロジェクト参加者より提出されたモニタリングレポートに記載された排
出削減量について、JCMガイドライン、承認済方法論及びPDDをもとに、
プロジェクトの実施による排出削減量が正しいかどうか、TPE（第三者機
関）が検証する。

デスクレビューの実施 現地審査、インタビューの実施
ベリフィケーショ
ンレポートの完成

４．クレジット発行

◇主な確認ポイント：

• PDDのモニタリング計画に沿ったモニタリングが行われていたか。

• モニタリングパラメータの記録データが間違いなく、モニタリングレポートに反映され
て いるか。

• 排出削減量に至る算定過程で、スプレッドシートに入力ミスがないか。
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クレジット発行申請時の提出書類
◼ クレジット発行申請書

※クレジット配分はプロジェクト登録時の配分に従う
◼ 検証済みモニタリングレポート
◼ 検証報告書
◼ 持続可能な開発の報告(SD-R)

※プロジェクト登録時の持続可能な開発の計画(SD-P)の実施状況を報告

クレジット発行申請後
◼ JCM事務局による完全性確認の後、JCM合同委員会は各国への発行クレ
ジット量の通知の可否について決定する。

◼ JCM合同委員会でクレジット量の発行の通知が決定されると、代表事業
者及び各国政府に通知されるとともに、JCMウェブサイトに公表される。

◼ クレジット発行量の通知を受け各国政府はクレジットを発行する。

４．クレジット発行
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ご清聴
ありがとうございました！

＜本件窓口＞

公益財団法人地球環境センター

東京事務所

JCMの事前相談： info@jcm.go.jp

政府資金支援事業のうちJCM設備補助事業： info@gec.jp

mailto:info@jcm.go.jp
mailto:info@gec.jp
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